
学校跡地・施設の利活用案に関する意見一覧

№ 意見等の趣旨 内容

１．老朽化した公民館の旧小学校への移転、維持管理経費の削減

　　会議室、事務室、和室、ホールなど整備、郷土資料にかかる展示も図る。

　　会議室、事務室、ホールなど整備、郷土資料にかかる展示も図る。

　　公民館事業を中心に、必用に応じて外部への貸し出しも検討する。

２．地域住民による利活用

　　カフェ、サイクリスト休憩所、いこいの場の整備

３． 水害等が発生した場合の避難所の整備

　　校舎3階に物資の保管エリアを設ける。

４．国・県・近隣市町村とのタイアップによる観光誘導

　　国・県などに働きかけて、ホンダエアポート、太郎右衛門自然再生地区を公園化することで、観光客を誘致

１　災害時における避難所

　　地震、洪水時の一時避難所として活用

２　地域住民の会議室

　　耐震化されていない公民館の代わりとして活用

3　小中学生と地域住民の交流の場

　　地域から子供たちの声が聞こえなくなったことから、寂しさを感じる。

４　Ｂ級グルメの提供

　　サイクリストの休憩所に併せてＢ級グルメを提供したい。

前提として避難所としての機能を維持したうえで、つぎのとおり提案する。

１　公民館の機能移転

　　既存の公民館は解体、解体後、農産物直売所とする。

２　役場機能一部を設置

　　例）住民票、印鑑証明等の自動交付など

３　地場産物の加工工場とする。

４　グラウンドは、地域住民に自由開放

５　プールは解体し、研究施設等として事業者に貸与

公共施設の整理縮小を前提とし、公民館機能を移転する。

高齢化の進展に伴う交通弱者対策として、行政機能を付加する。

防災をテーマとした複合施設としてリノベーションを図る。

旧出丸小学校の利活用案の具体的提案

旧出丸小学校の利活用案の具体的提案

旧出丸小学校の利活用にかかる基本的に考え方

1 旧出丸小学校の利活用案の具体的提案
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・集会施設として

　公民館機能の早期移転を行う。校舎に軽食コーナーや自動販売機なども設置する。

・展示施設として

　絵画、写真などの作品展示

・集客を目的とした施設として

　農産物直売所とする。

　巡回バスの停留所を設置する。

利活用検討委員会の検討結果は、理想に近いので特に意見はないが、実現するための運営方法等に関して、

つぎのとおり意見する。

１　運営形態について

　町民による町民のための施設としながら、さらに広く多くの方々に利用してもらえるよう、行政と運営委員会又はＮＰＯなどを

　設立して、そこが運営するのが良いのでは。

２　集客方法について

　地域の特色を活かして、接待もち、七夕の時の葦による馬づくり、子供たちと一緒に凧作りなどイベントを行うことで、

　地域コミュニティを盛り上げる。

　サイクリストの休憩所に関連して、軽食を用意する。（地元産のおにぎり、いちじくのソフトクリームなど）

３　その他

　　プールは解体し、駐車場かイベント会場として活用する。

　　住民票や印鑑証明書の交付ができるとよい。

・各種教室、大会の開催

　将棋、オセロ、習字、パソコンなど

・ドラマ・映画撮影に伴う出演者のサイン等の展示

・水耕栽培から袋詰め作業を行う場所としての活用

・朝市（野菜の直売所）も検討

　※サイクリストへの飲食物の提供等できれば、”自転車の駅”としての活用も

・ボルダリング施設を中心に、直売所、カフェ、キッズコーナー、宿舎を併設し、人を呼び込む。

　サポーターは地元の方を雇用、9 旧出丸小学校の利活用案の具体的提案

8 旧出丸小学校の利活用案の具体的提案

旧出丸小学校の利活用案の具体的提案

旧出丸小学校の利活用案の具体的提案

旧出丸小学校の利活用案の具体的提案7
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・川島町に、平成の森公園以外にもう１つ大きな公園があってもよいと思う。　「歴史」と「未来」が調和した公園

　「歴史」の面　⇒　鳥羽井沼にちなんだ、過去の農作業の取組み、水害の惨事など、地域の特色を伝える事物を活かす。

　「未来」の面　⇒　地元農産物（いちご・いちじく・米・野菜）のブランド化、販売

・旧小見野小学校を、観光と物産のスポットとする。

利用方法　　※用途制限の制約はあると思うが、それを考慮せず提案

１．校舎

　 (1) 医院の誘致　　　 歯科以外の医院がないため、身近に医院があるとよい。

   (2) 飲食店の誘致　　 スズモのロボットすし店、四葉ラーメン、あじとみ食堂の2号店、農協組織による出店など

   (3) 文化芸術　　　　 　いきがい大学、ＮＨＫ教養講座、地元講師等による趣味講座の開講

   (4) 平和資料館　　　　戦時写真、広島・長崎の平和記念式典の写真パネルの展示、ＤＶＤ上映など　

   (5) 行政　　               役場分室、会議室（フラットピアのイメージ）

   (6)  介護　　　　　　　　 介護関連施設 　社会福祉協議会による運営

 ２．体育館

   (1) 映画上映　           民間、町、団体による企画

　 (2) スポーツマシンの設置

３．プール

   (1) 金魚などの養殖場

   (2) 釣堀

４．その他（梅ノ木のオーナー制度）

　敷地内に植樹されている”梅ノ木”にオーナーを募集し、剪定、鑑賞、収穫、体験（梅干し・ジャムづくりなど）を行う。

・校庭の一角に、バーベキューやキャンプができる設備があるとよい。

・近隣の坂戸市や北本市には、野外活動できる施設（直火を使える施設）があるので、本町にもあるとよい。

・通年利用できる屋内温水プールがあるとよい。

・英会話講座（教室）としての活用

１． 地域住民の心情に配慮すれば、旧校舎の50％は公共利用スペースとして確保すべきと考える。

２． 旧校舎の残り50％は民間業者へ貸借するなどして収益を上げ、施設の維持管理コストの一部に充当する。

３． 小見野公民館の耐震性能を考慮すると、校舎の公共利用スペースの中に、公民館機能を移転すべきと考える。

    そして、公民館は取壊し更地にして、売却などし、得た資金を活用して、残った公共施設のリニューアルに充てる。

14 旧小見野小学校の利活用案の具体的提案

15
町の公共施設（廃校・公民館）の整備に関する基本的
な考え方

旧小見野小学校の利活用案の具体的提案

鳥羽井沼を活かした公園の整備（テーマは「歴史」と
「未来」）
に関連付けた旧小見野小学校の活用

旧小見野小学校の利活用案の具体的提案

旧小見野小学校の利活用案の具体的提案
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学校跡地・施設の利活用はよいことであるが、町外・県外から訪問者が増えると近隣とのトラブルが発生すると思うので、

対応をお願いしたい。例）　周辺道路への無断駐車、不審者の取り締まり、イベント等の事前周知

・学校跡地・施設利活用検討委員会が組織される前に、十分、地域住民の意見を聞き入れてもらいたかった。

・検討委員会の審議内容を、ＨＰ以外の方法で公表すべき。

・検討委員会の審議内容のうち非公開の部分を公表すべき。

・今後、地域住民の意見を優先的に取り入れていただきたい。

学校跡地の利活用検討の進め方について

近隣地域への配慮
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